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死亡牛の届出書が一部変わりました！ 

【死亡牛の届出は以下の方に   
   義務付けられています】 
・その牛の死体を検案した獣医師 
・牛の所有者（獣医師による検案を   
 受けていない場合） 

  
 BSE検査の対象となる牛（48か月齢以上の死亡牛等）は、
生前の臨床症状により以下の①～③に分類した上で、検査を
実施しています。 

 
 
 
 

 従来から死亡牛の届出書により、死亡の原因を記載して
いただいておりましたが、生前の臨床症状について詳しく 
記入できるよう、死亡牛の届出様式を一部改訂しました。 
 

新様式は、熊本県のホームページからダウンロードできます。 
ホーム ＞ 組織から探す ＞ 農林水産部 ＞ 家畜保健衛生所  
                 ＞ 死亡牛の適正な処理の手順 

①特定臨床症状(生前の神経症状有等)を呈していた又は呈していた 
 可能性の高い牛 
②歩行困難、起立不能等であった牛 
③上記の①及び②に該当しない牛 

新しい様式での届出を 

よろしくお願いします！ 



 韓国や台湾など近隣諸国では依然として悪性家畜伝染病が発生しています。地域
全体で衛生水準を上げる事が重要です。 
 防災情報や家畜伝染病発生情報を配信しています。 
下記アドレスもしくは右のQRコードより、登録用ホームページへ！ 
 http://www.anshin.pref.kumamoto.jp/ 

毎月20日はくまもと家畜防疫の日 

近隣諸国における悪性伝染病発生情報  

アフリカ豚コレラについて 

 アフリカ豚コレラは豚やいのししに感染する伝染病であり、発熱や全身の出血性
病変を特徴とする致死率の高い伝染病です。 
 日本では、これまで本病の発生が確認されていませんが、欧州・ロシアにおいて
その発生地域が徐々に拡大しています。畜産に関係する仕事に従事している方々が、
これらの国々を訪問した際には、家畜を飼育している農場などへの立入りは極力避
けるようにしてください。また、やむを得ず農場などの畜産関連施設へ立ち入った
り、家畜に接触した場合には、病原体が人や物に付着しているおそれがありますの
で、帰国時に動物検疫所のカウンターにお立ち寄りください。 


